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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年３月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１月２９日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 
 

石川県珠洲
す ず

市鵜飼
うかい

漁港南東方沖 

 鵜飼港東防波堤灯台から真方位１２０°１.６海里付近 

 （概位 北緯３７°２３.０′ 東経１３７°１６.７′） 

事故調査の経過  平成２３年３月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第５越後
えちご

丸、４.６トン 

   ＩＫ３－１４６７２（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.９２ｍ（Lr）×２.９３ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５８年７月５日 

Ｂ 漁船 宝
ほう

立
りゅう

丸、１.６トン 

   ＩＫ３－２０３５２（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.２０ｍ（Lr）×２.００ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５６kＷ（漁船法馬力数）、昭和５６年５月２５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年８月２５日 

    免許証交付日 平成１８年１２月４日 

           （平成２４年６月５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年３月３１日 

    免許証交付日 平成１８年４月１９日 

           （平成２４年３月３０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船首外板に破口 

Ｂ 左舷船首部損傷 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、鵜飼漁港南東方沖において、２回目

の刺し網漁を終えて次の刺し網場所に向かった。 

 船長Ａは、２回目の刺し網漁の操業中にＢ船を認めたものの、時間が経

過していたこともあり、Ｂ船の存在を失念していた。 

 Ａ船は、約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で船首方
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に死角が生じた状態で自動操舵により北進中、平成２３年１月２９日０９

時３０分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、鵜飼漁港南東方沖において、機関を

中立状態とし、船首を南方に向け、船長Ｂが、右舷船首部にある揚網機で

たこ籠の揚収作業中、船首方に接近してくるＡ船を視認した。 

 船長Ｂは、Ａ船に対して大声で叫んだが、更に接近してくるので危険を

感じ、船尾にある操舵室の手すりにつかまった直後、両船は衝突した。 

 両船は、自力航行により鵜飼漁港に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雪、風向 北北東、風力 １、気温 －０.１℃ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  Ａ船は、１０kn以上の速力で航行すると船首が浮上し、船首方に死角が

生じていた。 

 船長Ａは、操舵室を閉め切った状態で航行しており、船長Ｂの声は聞こ

えなかった。 

 船長Ａは、救命胴衣を着用していなかった。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、鵜飼漁港南東方沖を北進中、船長Ａ

が、操業中にＢ船を認めていたものの、時間が経

過してＢ船の存在を失念し、船首方の死角を補う

適切な見張りを行っていなかったことから、前路

で操業中のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、鵜飼漁港南東方沖において、たこ籠の

揚収作業中、船長Ｂが、船首方から接近してくる

Ａ船に気付き、Ａ船に対して大声で叫んで注意喚

起したが、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、鵜飼漁港南東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が漂泊して

たこ籠の揚収作業中、船長Ａが、船首方の死角を補う適切な見張りを行っ

ていなかったため、Ｂ船に気付かず航行し、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・船首方に死角が生じる場合には、針路や見張り場所を変えるなどの死

角の解消を図ることに留意すること。 

 




